
平成２９年度
第３回 障害者総合支援法に基づく集団指導

「監査・実地指導等における主な指摘事項」

平成２９年１１月２０日（月）

１３時４０分開始

札幌市保健福祉局障がい福祉課

指導担当
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Ⅰ 集団指導とは・・・

札幌市では、

「札幌市障害福祉サービス事業者等指導監査実施要綱」

に基づき開催

内容は・・・

・指定障害福祉サービス事業等の取扱いについて

・介護給付費等に係る費用の請求について

・制度改正等について

・過去の指導事例等について
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毎年開催・・・内容は異なり、連絡事項等
ありますので参加願います。



１ 自己点検表

札幌市では、事業者が、自らのサービスの提供体制及び運営状況などについて、
点検するために自己点検表をホームページ上に掲載しています。
この自己点検表を積極的に活用し、より質の高いサービスの提供のために
活用してください。
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/jikotenkenhyou.html

札幌市 自己点検表 障害 検索



○事業者は、サービスの利用に係る契約をしたと

きは、受給者証記載事項その他の必要な事項を

本市に対し遅滞なく報告しなければならない。

（市条例43号第17条第3項、第57条第2項 他）

（厚労省令第171号第10条及び第53条 他）

（厚労省令第172号第8条）

（厚労省令第27号第6条 他）

（厚労省令第28号第6条）

○指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事

項その他の必要な事項を遅滞なく本市に対し報告

しなければならない。

（市条例43号第177条の3 他）

（厚労省令第171号第210条の3 他）

□受給者証記載事項や利用契約の変更について、

本市に報告していない。

（短期入所を除く）

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

（１）契約支給量の報告等に
関する指摘①

改善に向けて
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２ 実地指導

指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。
（実施要綱第３条）



Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

（１）契約支給量の報告等に関する指摘②
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契約内容報告書は、
支給決定区へ提出

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/seikyu.html

札幌市 契約内容報告書 検索



（１）事業者は、サービスを提供したときは、当該支

援の提供日、内容その他必要な事項を当該支援

の提供の都度記録しなければならない。

（２）事業者は、（１）の規定による記録を行うときは、

サービスを提供したことについて、支給決定障害

者等から確認を受けなければならない。

（市条例43号第26条、第142条及び第205条 他）

（厚労省令第171号第19条、第53条の2及び第169条の2 他）

（厚労省令第172号第17条）

（厚労省令第27号第15条 他）

※実績記録票、支援記録及び北海道国民健康保

険団体連合会の請求内容については、突合して

確認する。

□基本報酬や加算を算定しているにもかかわらず、

これに係るサービスの提供記録が確認できない。

□サービスを提供した内容の記録とサービス提供

実績記録票について、サービスを提供した日付や

時間の記載が異なっている。

□サービス提供実績記録票に利用者等から都度

確認を受けていない。

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

（２）サービスの提供の記録に
関する指摘

改善に向けて
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□特に利用料金の負担のない利用者に対して、

法定代理受領により介護給付費等の支給を受け

たにもかかわらず、介護給付費等の額の通知をし

ていない。

○事業者は、法定代理受領によりサービスに係る

介護給付費等の支給を受けた場合は、支給決定

障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る

介護給付費の額を通知しなければならない。

（市条例43号第30条及び第209条 他）

（厚労省令第171号第23条及び第56条 他）

（厚労省令第172号第21条）

（厚労省令第27号第18条 他）

（厚労省令第28号第14条）

改善に向けて
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

（３）介護給付費等の額に係る通知
等に関する指摘



□個別支援計画を確認できない。
注）計画未作成減算の対象
（居宅介護等、短期入所、相談支援を除く）

□サービス管理責任者（サービス提供責任者）以外
の従業者が計画を作成している。

□サービスの具体的内容を記載していない。

□個別支援計画の作成に係る担当者等を招集して
行う会議の開催が確認できない。

□利用者等から計画について同意を得ていない。

□利用者等へ計画を交付していない。

○サービス提供責任者は、利用者又は利用者で
ある障害児の保護者の日常生活全般の状況及び
希望等を踏まえて 具体的なサービスの内容等を
記載した居宅介護等計画等を作成しなければなら
ない。
○サービス提供責任者は、居宅介護計画等を作
成したときは、利用者及びその同居の家族にその
内容を説明するとともに、当該利用者に、当該居
宅介護計画等を記載した書面を交付しなければな
らない。

（市条例43号第33条 他）

○事業所の管理者は、サービス管理責任者に
サービスに係る個別支援計画の作成に関する業
務を担当させるものとする。

○サービス管理責任者は、個別支援計画の作成
に係る担当者等を招集して行う会議を開催し、個
別支援計画の原案の内容について、意見を求め
るものとする。

（市条例43号第61条及び第211条 他）

改善に向けて
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（４）個別支援計画の作成等
に関する指摘①

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項



□計画の定期的な見直しや必要に応じた見直しを
行っていない。

□アセスメントやモニタリングの実施が確認できな
い。

□計画と実際のサービス内容が異なっている。
サービスが 計画に沿っていない。

○サービス管理責任者は、個別支援計画の原案
の内容について、利用者又はその家族に対して説
明し、文書により当該利用者の同意を得なければ
ならない。
○サービス管理責任者は、個別支援計画を作成
したときは、利用者に、当該個別支援計画を記載
した書面を交付しなければならない。
○サービス管理責任者は、個別支援計画につい
て、実施状況の把握（利用者についての継続的な
アセスメントを含む。モニタリング。）を行うとともに、
少なくとも６月に１回以上見直しを検討し、必要に
応じて変更を行うものとする。
○サービス管理責任者は、モニタリングを行うに
当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継
続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に
定めるところにより行わなければならない。

(１) 定期的に利用者に面接すること。
(２) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

（市条例43号第61条及び第211条 他）

改善に向けて
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（４）個別支援計画の作成等
に関する指摘②

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項
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サービス管理責任者等

Ａアセスメント

Ｂ個別支援計画の原案作成

Ｃ個別支援計画の作成
に係る会議（記録）

Ｄ個別支援計画の作成

Ｆ個別支援計画の見直しの検討
（６月に１回以上）

利
用
者
（利
用
児
）・
家
族
等

サービス提供に
当たる担当者

保健医療サービス
又はその他の福祉
サービス等 説明

面接

同意

交付

Ｅモニタリング
（結果の記録）

面接

作成の流れ

・短期入所を除く。
・居宅介護等は、Ｃ・Ｅを除く。

・居宅介護等及び重度障害者等包
括支援、相談支援のＦは、実施状
況を把握し、必要に応じて計画を
変更する。

※自立訓練・就労移行支援
は、３月に１回以上

計
画
の
見
直
し

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

個別支援計画等



居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・
移動支援

療養介護・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支
援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・共同生活援助・障害者支援施
設・重度障害者等包括支援（※）

規定する条項 ・市条例43第33条 他
・札幌市移動支援事業事業者登録要綱第5条
・厚労省令第171号第26条 他

・市条例43第61条及び第211条 他
・厚労省令第171号第58条及び第134条 他
・厚労省令第172号第23条

計画作成担当者 ・サービス提供責任者 ・サービス管理責任者
（※サービス提供責任者）

アセスメント ・利用者の状況を把握・分析し、解決すべき課題
を明確化

・利用者に面接し、希望する生活及び課題等を把握

計画原案作成 ・サービス等利用計画を踏まえる
・援助の方向性や目標
・担当従業者の氏名
・サービスの具体的内容
・他のサービスとの連携
・所要時間、日程
・その他留意事項

・サービス等利用計画を踏まえる（※除く）
・支援の方針、目標とその達成時期
・生活全般の質の向上のための課題
・サービスの具体的内容
・他のサービスとの連携
・その他留意事項
（※サービス利用計画）

担当者会議 ・必要に応じて開催 ・担当者等を招集し、計画原案に対する意見を求める
（※サービス担当者会議）

利用者に対する交付 ・内容を説明、書面で交付 ・内容を説明、書面で交付
・文書による同意を得る（※除く）

モニタリング ・サービスが計画に沿っているか ・サービスが計画に沿っているか

見直し・変更 ・必要に応じて実施 ・少なくとも６か月に１回（自立訓練・就労移行支援は、少なく
とも３か月に１回）以上、その他必要に応じて実施
（※必要に応じて実施）

個別支援計画等作成
の概要
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項



地域相談支援
（①地域移行支援）（②地域定着支援）

計画相談支援

規定する条項 ①平24厚令27第20条
②平24厚令27第42条

・平24厚令28第15条

計画作成担当者 ①地域移行支援従業者
②地域定着支援従業者

・相談支援専門員

アセスメント ・利用者に面接し、希望する生活、課題等を把握 ・利用者及びその家族に面接し、家族の希望及び解決
すべき課題を把握

計画原案作成 ①地域移行支援計画
・支援の方針、目標とその達成時期
・生活全般の質の向上のための課題
・目標及びその達成時期
・他のサービスとの連携
・その他留意事項
②地域定着支援台帳
・利用者に関する適切な情報
・緊急時の適切な対応

○サービス等利用計画
・利用者等の生活に対する意向
・総合的に援助方針
・生活全般の解決すべき課題
・長期的な目標それを達成するための短期的な目標
とその達成時期
・福祉サービス等の種類、内容、量
・市町村に対するモニタリング期間に係る提案等
・その他留意事項

担当者会議 ①計画作成定会議 ○サービス担当者会議
・専門的な見地から意見を求める

利用者に対する交付 ①内容を説明、書面で交付
①文書による同意を得る

・内容を説明、計画案の交付
・文書による同意を得る
※サービス担当者会議前と後計画案

モニタリング ・サービスが計画に沿っているか ・サービスが計画に沿っているか
・法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める
期間ごと実施

見直し・変更 ・必要に応じて実施 ・必要に応じて実施

計画等作成の概要
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項



□事業所の従業者によるサービスであることを確

認できない（ボランティア従事、他の事業所の従業

者が従事している等。）。

□勤務表を作成していない。または勤務表に日々

の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管

理者との兼務関係を記載していない。

□退職等で管理者、サービス管理責任者及び相

談支援専門員などが交代している。

（５）勤務体制の確保等
に関する指摘①

改善に向けて

○サービスを提供できる者とは・・・

事業者は事業所ごとに、事業所の従業者に

よってサービスを提供しなければならない。

○上記に言う「従業者」とは・・・
事業者との間に雇用契約等を締結し、
職務として従事する者でなければならない。

（Ｈ26.11 厚労省障害福祉課見解）

＜事業所ごとに、月ごとに作成する＞
○ 記載すべき事項・・・
従業者名(及び管理者名）、日々の勤務時間、
常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係であ
る旨等

１ 人員配置上の従業者とは・・・

２ 勤務表に記載する事項とは・・・
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

（市条例第43号第40条、第69条、第179条及び第231条 他）
（厚労省令第171号第33条、第68条、第212条及び第213条の11 他）

（厚労省令第172号第42条）



人員に関する基準
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届出している者を変更した場合は、

変更日から１０日以内に「変更届」を事業者指定担当係に提出すること。

職種 配置基準 サービス内容

管理者
原則として専ら管理業務に
従事する者を配置する。

全てのサービス

サービス提供責任者 １人以上配置する。

居宅介護、重度訪問介護、
同行援護、行動援護、
重度障害者等包括支援、
移動支援

サービス管理責任者 １人以上配置する。
障害福祉サービス

（短期入所、重度障害者等
包括支援を除く）

相談支援専門員 １人以上配置する。
地域相談支援、
計画相談支援

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

※人員配置の他、「運営規程」及び「協力医療機関」などを変更した場合、

変更届の提出が必要。
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札幌市のホームページ上
に、支援している事業ごと
の届出書の様式を掲載。

変更届

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/11_henkoutodoke.html

札幌市 障害 変更届 検索

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項



□従業者に対する研修を実施していない。

または実施した記録がない。

（５）勤務体制の確保等
に関する指摘②

改善に向けて
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３ 従業者の研修とは・・・
研修機関が実施する研修や事業所内の研修へ
の参加の機会を計画的に確保する。

（市条例第43号第40条、第69条、第179条及び第231条 他）
（厚労省令第171号第33条、第68条、第212条及び第213条の11 他）

（厚労省令第172号第42条）

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

○事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運
営についての重要事項に関する規程（運営規程）
を定めなければならない。
・虐待の防止のための措置に関する事項
従業者に対する虐待の防止を啓発・普及する
ための研修の実施

（市条例第43号第38条、第68条、第88条、第111条、第173条の3、
第178条の3、第180条の9及び第230条 他）

（厚労省令第171号第31条、第67条、第89条、第123条、第135条、
第204条、第211条の3及び第213条の9 他）

（厚労省令第172号第41条）
（厚労省令第27号第27条 他）
（厚労省令第28号第19条）
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
（平成23年6月24日法律第79号）抜粋

（定義）
第２条第７項 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当
該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係
るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。
１ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束す
ること。
２ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
３ 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与
える言動を行うこと。
４ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉
施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前
三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
５ 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等
（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置）
第１５条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等の研修の実
施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係る
サービスの提供を受ける障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等に
よる障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

確認



□過去(実地指導のない年度）の避難訓練の実施

の記録が確認できない。

□非常災害時の対応マニュアルなどが整備されて

いない。

○事業者は、消火設備その他の非常災害に際し

て必要な設備を設けるとともに、非常災害に関す

る具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的

に従業者に周知しなければならない。

○事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避

難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。
（市条例第43号第71条及び第233条 他）

（厚労省令第171号第70条 他）

（厚労省令第172号第44条）

○事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程（運営規程）

を定めなければならない。

・非常災害対策
（市条例第43号第68条、第88条、第173条の3、第178条の3、

第180条の9及び第230条 他）
（厚労省令第171号第67条、第89条、第123条、第204条、第211条の3

及び第213条の9 他）
（厚労省令第172号第41条）

（６）非常災害対策に関する指摘 改善に向けて
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Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは・・・
消防法その他法令等に規定された設備を示しており、
それらの設 備を確実に設置しなければならない。

「非常災害に関する具体的な計画」とは・・・
消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、
地震等 の災害に対処するための計画をいう。
※消防法第８条の規定に基づき定められる者が策定し実施。

「関係機関への通報及び連絡体制を整備」とは・・・
火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制
をとるよう従業者に周知徹底するとともに、日頃から消防団や
地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力して
もらえるような体制作りを求める。



○指定障害福祉サービス事業所等の体制について、

加算等が算定されなくなる状況が生じた場合

又は加算等が算定されなくなることが明らかな

場合は、速やかにその旨を届出すること。

（留意事項通知 障発第1031001号第一）

□特定事業所加算や人員配置体制加算など届出

している算定基準を満たしていない。

Ⅱ 実地指導における主な指摘事項

（７）介護給付費等算定に係る
体制等に関する指摘

改善に向けて
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http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/6_hoshusanteiyosiki.html

札幌市 障害 体制等届出 検索


